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警察本部

令和 5年度当初予算のポイント・主要事業

1 予算編成にあたっての基本的な考え方

令和 5年中の県警察の運営重点は

①子供・女性等を守る取組と犯罪対策の推進

②犯罪の早期検挙に向けた的確な犯罪捜査の推進

③総合的な交通事故抑止対策の推進

④テロの未然防止と大規模災害等緊急事態対策の推進

⑤サイバー空間の脅威に対処するための取組の推進

⑤犯罪被害者等支援の推進

とし、これらに必要な予算を編成しました。

2 主な重点項目 [警察本部 222-0110] 

( 1 ) (一部新)捜査支援システム整備事業

予算額 158，223千円 [捜査支援分析課]

デジタル技術を活用した高度AI画像分析機器を新たに導入するなど、犯罪の

早期検挙に向けた取組を推進します。

( 2 ) (一部新)特殊詐欺被害防止対策事業

予算額 8， 921千円 [生活安全企画課]

特殊詐欺被害防止イベント等による県民の警戒心・抵抗力を向上させる防犯指

導、広報啓発を推進するとともに、自動通話録音響告機の有効性を周知し、被

害防止に有効な機器の設置促進を図ります。

(3 )交通安全施設整備事業

予算額 1，773，892千円 [交通規制課]

(1，827，062千円 ※R4年度1月補正予算含みベース)

摩耗した横断歩道、老朽化した信号制御機、その他の交通安全施設等の更新・

整備を行います。また、子どもが安全に通学できるよう、通学路等に歩行者用

信号灯器を増灯します。

(4 )速度違反自動取締装置維持管理事業(子どもを守る緊急通学路対策事業)

予算額 36，300千円 [交通指導課]

子どもを悲惨な交通事故から守るため、通学路を中心に、移動オーピスによる

交通指導取締りを強化します。



( 5) (新)テロ等対策事業(G7三重・伊勢志摩交通大臣会合開催に伴う警備)

予算額 30，875千円 [警備第二課]

G7三重・伊勢志摩交通大臣会合の開催を控え、テロの未然防止を図るため、

県民の皆さんの理解と協力の下、宮民一体となった各種テロ対策の強化に向け

た取組を推進します。

( 6 ) (一部新)サイバー犯罪対処能力向上事業

予算額 27，157千円 [サイバー犯罪対策課〕

サイバー犯罪捜査に精通した人材を育成するため、演習環境の高度化を図るほ

か、電磁的記録の解析の困難化に対応するため、新たな資機材の整備を図るな

ど、サイバー犯罪への対処能力向上に向けた取組を推進します。

(列車両等整備・管理事業

予算額 282，354千円 [会計課]

小型警ら車、捜査用車両等の警察用車両の更新に際し、電動車化を進めるほか、

老朽化した輸送車を更新するなど、警察機動力の中核となる警察用車両の適正

な管理を行います。
※震動車電気自動車、燃料電池車、プラグインハイブリッド自動車、ハイブリッド自動車

(8 )庁舎等施設整備事業(科学捜査研究所整備事業)

予算額 77，245千円 [会計課・刑事企画課]

徽密かつ効率的な鑑定を可能とする科学捜査研究所の独立庁舎整備に向け、令

和4年度に引き続き、実施設計念行います。

(9)警察署庁舎整備事業

予算額 449，057千円 [会計課]

大台警察署の建築工事を行います。また、老朽化した尾鷲警察署の大規模改修

工事に着手することから、仮設庁舎での運用を開始します。

① 大台警察署の建替整備 112，698千円

② 尾鷲警察署の大規模改修 336，359千円

(10)警察官駐在所等整備事業

予算額 151，103千円 [会計課・地域課]

老朽化した駐在所の建替整備 (3施設)を行うほか、交番・駐在所の長寿命化

に向けた施設の調査や改修工事を行います。
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3 その他のさ要事業 [警察本部 222-0110] 

政策名、施策名及び事業の内容 l 担当課

《政策名:防災・減災、県土の強靭化》

(施策名: (1-1)災害対応力の充実・強化)

1 ヘリコフ。ター運用・維持事業 176，669千円|警備第二課

[(1-1-1)県の災害警却応体制の充実・強化]

(第 9款警察費第1項警察管理費 3装備費)

警察用航空機のうち航空「いせ」が、令手口 6年度に法定点検を迎

えるため、必要な整備を行うほか、新規操縦士候補者である職員

に対し、警察用航空機運航に必要な資格を取得させます。

2 災害警備対策事業 7， 343千円|警備第二課

[ (1-1-1)県の災害郎応体制の充実・強化l

(第9款警察費第2項警察活動費 2刑事警察費)

部隊の災害対処能力向上及び他県警察部隊との相互の連携強化

を目的とした合同訓練を実施するほか、大規模災害の発生に備

え、災害警備活動に必要な資機材等を整備します。

《政策名.暮らしの安全》

(施策名: (3-1)犯罪に強いまちづくり)

1 (一部新)地域警察事業 6， 823千円l地域課

[ (3-1-1)みんなで進める犯罪防止に向けた取組の推進]

(第9款警察費第2項警察活動費 2刑事警察費)

山岳遭難発生時の捜索救助活動に必要となる装備資機材を整備

するほか、警察官の捜索救助技術の練度向上を図ります。
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2 (新)不法投棄防止対策事業 9， 820千円|生活環境課

【(3-1-2)犯罪の早期検挙のための活動強化}

(第 9款警察費第2項警察活動費 2刑事警察費)

ドローン等の装備資機材を整備し、悪質な不法投棄事案の早期検

挙に取り組むほか、関係機関と連携した広報啓発活動を推進する

など、不法投棄防止に向けた取組を推進します。

3 警察施設適正管理事業 318，444千円|会計課

[ (3…1-3)警察活動を支える基盤の強化]

(第9款警察費第1項警察管理費 4警察施設費)

警察署等の施設や設備を計画的に修繕、更新することにより、施

設の安全性を維持するとともに、利用者の利便性の向上を図りま

す。
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目①捜査支援分析の強化

デジタル技術を活用した高度A1画像分析機器を新たに導入するなど、

犯罪の早期検挙に向けた取紹を推進します。

E②特殊詐欺被害防止対策

E③交通安全施設等

信号制御機等 信号制御機の更新、信号灯器のし ξひ化を行います。
通学路等の歩行者用信号灯器を増灯します。

襲撃襲撃鞠襲撃襲撃鰹毛髪轍擦警護

横断歩道等 横断歩道、停止線、止まれ文字等の塗り替えを行います。

路側式道路標識等路側式道路標識等の更新を行います。

調機襲襲撃欝襲撃鐙欝鍛鱗警警機数懇襲撃
交通管制システム等

車両用感知器告の更新により、交通の円滑化を殴るほか、
交通規制の見衡し等を行います。

'④子どもを守る緊急通学路対策
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t⑤子口の未然防止
(G7三重"伊勢志摩交通大臣会合隠健に伴う警儀)

G7三重・伊勢志摩交通大臣会合の澗催を控え、

テロの未然防止を函あため、祭民の皆さんの理解と

協力の下、富民一体となった各種テ口対策の強化に

向けた取組を推進します。

目⑥サイバー空間の安全の確保

サイバー犯罪捜査に精通した人材を育成するため、演習環境の高度化を図ります。

震磁的記録の解析の図要釘じに対応するため、新たな資機材の整織を行います。

E⑦警察車両の電動車化等隣

E時等の施設整備

大台警察署

建築工事を実施します。

尾鷲警察署

現庁舎の大規模改修に着手します。
仮設庁舎での運用を開始します。

老朽化した駐夜所の建替整備 (3施設)を行うほか、
交番・駐在所の長寿命化に向けた施設の調査や改修工
事を行います。

---~量ZEE省主主脱出回h・E・E・



4 . rみえ元気プランj施策}.lIJ予算額一覧

基本事業名

3-1-2 犯罪の早期検挙のための活動強化

3-1-3 警察活動を支える義援の強化

3-1-4 

3-2-3 安全かつ快適な交通環境の整備

(補正予算含み)

3-2…4 

(補正予算含み)

補正予算含みの予算額は、令和4年度1月補正予算、令和3年度1月補正予算を含んだ予算額

V 

7 

(単位.千円)

令和4年度



5 債務負担行為

事 項 主韓 問 限度額

警務警察運営用機器賃貸借に係る契約 令和6年度 66千円

情報管理システム機器賃貸借に係る契約 令和6年度~令和11年度 270，214千円

情報管理対策機器賃貸借(インターネットシステム運営)に係る契約 令和6年度~令和11年度 35，231千円

術科言/11練用機器賃貸借に係る契約 令和6年度~令和10年度 3，614千円

勤務管理システム機器賃貸借に係る契約 令和6年度~令和10年度 9，275千円

リモ]ト授業実施環境整備に係る契約 令和6年度 55千円

解析用資機材等賃貸借に係る契約 令和6年度~令和10年度 12，173千円

捜査支援装置賃貸借に係る契約 令和6年度~令和10年度 5，976千円

高度AI画像分析システム運用保守委託に係る契約 令和6年度~令和10年度 53，560千円

写真集中処理用機器賃貸借に係る契約 令和6年度~令和10年度 2，937千円

放置駐車違反管理機器賃貸借に係る契約 令和6年度~令和11年度 124，746千円

国外運転免許証自動プリンタ機器賃貸借に係る契約 令和6年度 207千円

運転免許証交付等事務用機器賃貸借に係る契約 令和6年度 1，157千円

新運転者管理システム移行に係る契約 令和6年度 88，105千円

新運転者管濠システム機器導入委託に係る契約 令和6年度 153，078千円

新運転者管理システム機器賃貸借に係る契約 令平日6年度~令和12年度 1，021，443千円

大台警察署庁舎整備に係る業務委託 令和6年度 2，102，072千円

尾鷲警察署庁舎整備に係る業務委託 令和6年度 636，514千円
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議案51号令和4年度三重県一般会計補正予算(第11号)警察本部関係

566，011 

21，051 

442，681 

企 17，1

警察費合計 A 175，581 

E警察署斤舎整備費(A27，753)
|建驚警察署庁舎整備に係る仮設斤舎賃借料の減額

515，1411 
t庁舎等施設整備費(企23，052)
警繋施設しED照明機器賃借料の減額
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〔繰越明許費〕

[追加]

事業名

県単警察施設整備費

内容

警察本部受変電設備改

修工事費

ーーーーーーーー帽回ーーーーーーー陣同

津南警察署電気設備改

修工事費

県単警察施設整備費計

[変更]

事業 名 内容

国補交通安全施設射精 信号機新設工事費

(伊賀市西明寺地内)

国補交通安全施設整備費計

10 

(単位:千円)

金額 繰越理由

9，465 半導体不足の影響により、

資材の調達に不調jの日数

を要したため。
間同時桝帽ーーーー -酬輔岡田ーーーーーーーーーーー剛抽ーー咽

2， 842 半導体不足の影響により、

資材の調達に不測の日数

を要したため。

12， 307 

J 

(単位:千円)

金額 繰越理由

(繰越額) 道路管理者(伊賀市)によ

7， 843 る道路新設工事が年度内

に完了できなくなったた

め。

(補正前)

123， 345 

(補正後)

131， 188 

131， 188 



「三重県警察関係手数料条例の一部を改正する条例案J

1 改正の経緯

道路交通法、地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部改正等に伴い、三

重県警察関係手数料条例(平成12年三重県条例第22号)の一部を改正するものです。

改玉内容は、特定自動運行に係る許可制度に関する規定が整備されたため、特定

自動運行許可申請手数料及び特定自動運行計画変更許可申請手数料の規定を新設す

るものです。

2 三重県警察関係手数料条例の一部改正の概要

{道路交通法関係、手数料]

手数料の種別

特定自動運行許可申請手数料

特定自動運行計画変更許可申請手数料

3 施行自

令和 5年4月 1日

11 

手数料の額

79，200円

78，500河
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